
令和２年３月 27 日 金曜日 鳥 取 県 公 報  号外第 38 号 

- 1 -

 鳥取県公報 
令和２年３月27日（金） 

号外第３８号 

毎週火・金曜日発行 

目 次

◇ 人委規則 令和２年４月の組織改正等に伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則 

（４）（給与課）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する 

規則の一部を改正する規則（５）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める 

規則の一部を改正する規則（６）（〃）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 



令和２年３月 27 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第 38 号

- 2 -

人 事 委 員 会 規 則

令和２年４月の組織改正等に伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県人事委員会委員長 小 松 哲 也 

鳥取県人事委員会規則第４号 

令和２年４月の組織改正等に伴う関係人事委員会規則の整備に関する規則 

（給料表の適用範囲に関する規則の一部改正） 

第１条 給料表の適用範囲に関する規則（昭和32年鳥取県人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正す

る。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（教育職給料表） 

第２条 教育職給料表(１)は、次に掲げる職員に対

して適用する。 

(１)・(２) 略

(３) スポーツ課又は関西ワールドマスターズゲ

ームズ推進課の係長（学校その他の教育機関と

の調整を担当する者に限る。） 

(４)～(７) 略 

(８) 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の総

括専門員（学校その他の教育機関との調整を担

当する者に限る。）及び専門員（学校その他の教

育機関との調整を担当する者に限る。） 

(９) 公文書館の課長補佐、総括専門員及び専門

員 

(10)～(15) 略 

(16) 教育総務課の課長補佐（教育の指導を担当

する者に限る。）、係長（教育の指導を担当する

者に限る。）、文化財主事及び健康管理主事、教

育人材開発課の教育人材開発主査、課長補佐

（教員の人事を担当する者に限る。）、係長（教

員の人事を担当する者に限る。）及び管理主事、

小中学校課の指導主事、特別支援教育課の指導

主査、課長補佐（学校教育の指導を担当する者

に限る。）、係長（学校教育の指導を担当する者

に限る。）及び指導主事、高等学校課の高校教育

主査、課長補佐（学校教育の指導を担当する者

に限る。）、係長（学校教育の指導を担当する者

に限る。）及び指導主事、いじめ・不登校総合対

策センターの課長補佐（学校教育の指導を担当

する者に限る。）、次長（教育相談を担当する者

に限る。）、係長（学校教育の指導を担当する者

（教育職給料表） 

第２条 教育職給料表(１)は、次に掲げる職員に対

して適用する。 

(１)・(２) 略

(３) スポーツ課の係長（学校その他の教育機関

との調整を担当する者に限る。） 

(４)～(７) 略 

(８) 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の専

門員（学校その他の教育機関との調整を担当す

る者に限る。） 

(９) 公文書館の県史編さん室長、総括専門員及

び専門員 

(10)～(15) 略 

(16) 教育総務課の課長補佐（教育の指導を担当

する者に限る。）、係長（教育の指導を担当する

者に限る。）、文化財主事及び健康管理主事、教

育人材開発課の教育人材開発主査、課長補佐

（教員の人事を担当する者に限る。）、係長（教

員の人事を担当する者に限る。）及び管理主事、

小中学校課の社会教育主査、指導主事及び管理

主事、特別支援教育課の課長補佐（学校教育の

指導を担当する者に限る。）、係長（学校教育の

指導を担当する者に限る。）、指導主事及び管理

主事、高等学校課の高校教育主査、課長補佐

（学校教育の指導を担当する者に限る。）、係長

（学校教育の指導を担当する者に限る。）、指導

主事及び管理主事、いじめ・不登校総合対策セ

ンターの課長補佐（学校教育の指導を担当する

者に限る。）、次長（教育相談を担当する者に限
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に限る。）及び指導主事、社会教育課の社会教育

主査、課長補佐（社会教育を担当する者に限

る。）、係長（社会教育を担当する者に限る。）、

指導主事及び社会教育主事、人権教育課の指導

主査、課長補佐（社会教育又は学校教育の指導

を担当する者に限る。）、係長（社会教育又は学

校教育の指導を担当する者に限る。）及び指導主

事並びに体育保健課の指導主査、課長補佐（学

校体育又は健康教育を担当する者に限る。）、係

長（学校体育又は健康教育を担当する者に限

る。）及び指導主事 

(17)・(18) 略

(19) 博物館又は美術館整備課の専門員及び学芸

員補（学校等関係機関との調整強化を担当する

者に限る。） 

(20) 青年の家又は少年自然の家の係長（社会教

育の指導を担当する者に限る。）、指導主事、社

会教育主事及び専門指導員 

２ 略 

３ 教育職給料表(２)は、次に掲げる職員に対して

適用する。 

(１)～(３) 略 

(４) 文化政策課の係長（文化財を活用した地域

振興を担当する者に限る。）及び専門員 

(５) スポーツ課又は関西ワールドマスターズゲ

ームズ推進課の係長（学校その他の教育機関と

の調整を担当する者に限る。） 

(６)～(９) 略 

(10) 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の総

括専門員（学校その他の教育機関との調整を担

当する者に限る。）及び専門員（学校その他の教

育機関との調整を担当する者に限る。） 

(11) 公文書館の課長補佐、総括専門員及び専門

員 

(12)～(16) 略 

(17) 教育総務課の課長補佐（教育の指導を担当

する者に限る。）、係長（教育の指導を担当する

者に限る。）、文化財主事及び健康管理主事、教

育人材開発課の教育人材開発主査、課長補佐

（教員の人事を担当する者に限る。）、係長（教

員の人事を担当する者に限る。）及び管理主事、

小中学校課の義務教育主査、課長補佐（学校教

育の指導を担当する者に限る。）、係長（学校教

育の指導を担当する者に限る。）及び指導主事、

る。）、係長（学校教育の指導を担当する者に限

る。）及び指導主事、社会教育課の社会教育主

査、課長補佐（社会教育を担当する者に限

る。）、係長（社会教育を担当する者に限る。）、

指導主事及び社会教育主事、人権教育課の指導

主査、課長補佐（社会教育又は学校教育の指導

を担当する者に限る。）、係長（社会教育又は学

校教育の指導を担当する者に限る。）及び指導主

事並びに体育保健課の課長補佐（学校体育又は

健康教育を担当する者に限る。）、係長（学校体

育又は健康教育を担当する者に限る。）及び指導

主事 

(17)・(18) 略

(19) 博物館の専門員及び学芸員補（学校等関係

機関との調整強化を担当する者に限る。） 

(20) 青年の家又は少年自然の家の係長（社会教

育の指導を担当する者に限る。）、指導主事及び

専門指導員 

２ 略 

３ 教育職給料表(２)は、次に掲げる職員に対して

適用する。 

(１)～(３) 略 

(４) 文化政策課の専門員

(５) スポーツ課の係長（学校その他の教育機関

との調整を担当する者に限る。） 

(６)～(９) 略 

(10) 山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館の専

門員（学校その他の教育機関との調整を担当す

る者に限る。） 

(11) 公文書館の県史編さん室長、総括専門員及

び専門員 

(12)～(16) 略 

(17) 教育総務課の課長補佐（教育の指導を担当

する者に限る。）、係長（教育の指導を担当する

者に限る。）、文化財主事及び健康管理主事、教

育人材開発課の教育人材開発主査、課長補佐

（教員の人事を担当する者に限る。）、係長（教

員の人事を担当する者に限る。）及び管理主事、

小中学校課の義務教育主査、社会教育主査、課

長補佐（学校教育の指導又は地域と連携した教

育の推進を担当する者に限る。）、係長（学校教
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特別支援教育課の指導主査、課長補佐（学校教

育の指導を担当する者に限る。）、係長（学校教

育の指導を担当する者に限る。）及び指導主事、

高等学校課の指導主事、いじめ・不登校総合対

策センターの課長補佐（学校教育の指導を担当

する者に限る。）、次長（教育相談を担当する者

に限る。）、係長（学校教育の指導を担当する者

に限る。）及び指導主事、社会教育課の社会教育

主査、課長補佐（社会教育又は地域と連携した

教育の推進を担当する者に限る。）、係長（社会

教育又は地域と連携した教育の推進を担当する

者に限る。）、指導主事及び社会教育主事、人権

教育課の指導主査、課長補佐（社会教育又は学

校教育の指導を担当する者に限る。）、係長（社

会教育又は学校教育の指導を担当する者に限

る。）及び指導主事並びに体育保健課の指導主

査、課長補佐（学校体育又は健康教育を担当す

る者に限る。）、係長（学校体育又は健康教育を

担当する者に限る。）及び指導主事 

(18)・(19) 略

(20) 博物館又は美術館整備課の専門員及び学芸

員補（学校等関係機関との調整強化を担当する

者に限る。） 

(21) 教育局の課長補佐（教職員の人事、学校教

育及び社会教育を担当する者に限る。）、係長

（教職員の人事、学校教育及び社会教育を担当

する者に限る。）、指導主事、管理主事及び社会

教育主事 

(22) 青年の家又は少年自然の家の係長（社会教

育の指導を担当する者に限る。）、指導主事、社

会教育主事及び専門指導員 

４ 略 

（研究職給料表） 

第３条 研究職給料表は、専門的科学的知識と創意

等をもって試験研究又は調査研究業務に従事する

職員で、次に掲げるものに適用する。 

(１)～(12) 略 

(13) 美術館整備課の主幹学芸員、主任学芸員及

び学芸員 

(14) 略

（医療職給料表） 

第４条 医療職給料表(１)は、次に掲げる職員に対

育の指導又は地域と連携した教育の推進を担当

する者に限る。）、指導主事及び管理主事、特別

支援教育課の課長補佐（学校教育の指導を担当

する者に限る。）、係長（学校教育の指導を担当

する者に限る。）、指導主事及び管理主事、高等

学校課の指導主事、いじめ・不登校総合対策セ

ンターの課長補佐（学校教育の指導を担当する

者に限る。）、次長（教育相談を担当する者に限

る。）、係長（学校教育の指導を担当する者に限

る。）及び指導主事、社会教育課の社会教育主

査、課長補佐（社会教育を担当する者に限

る。）、係長（社会教育を担当する者に限る。）、

指導主事及び社会教育主事、人権教育課の指導

主査、課長補佐（社会教育又は学校教育の指導

を担当する者に限る。）、係長（社会教育又は学

校教育の指導を担当する者に限る。）及び指導主

事並びに体育保健課の課長補佐（学校体育又は

健康教育を担当する者に限る。）、係長（学校体

育又は健康教育を担当する者に限る。）及び指導

主事 

(18)・(19) 略

(20) 博物館の専門員及び学芸員補（学校等関係

機関との調整強化を担当する者に限る。） 

(21) 教育局の課長補佐（教職員の人事、学校教

育及び社会教育を担当する者に限る。）、係長

（教職員の人事、学校教育及び社会教育を担当

する者に限る。）、指導主事及び管理主事 

(22) 青年の家又は少年自然の家の係長（社会教

育の指導を担当する者に限る。）、指導主事及び

専門指導員 

４ 略 

（研究職給料表） 

第３条 研究職給料表は、専門的科学的知識と創意

等をもって試験研究又は調査研究業務に従事する

職員で、次に掲げるものに適用する。 

(１)～(12) 略 

(13) 略

（医療職給料表） 

第４条 医療職給料表(１)は、次に掲げる職員に対
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して適用する。 

(１)～(４) 略 

(５) 福祉保健部の理事監、福祉保健部又は生活

環境部の部長、次長、参事監及び参事、健康医

療局の局長、医療政策課の課長、室長、医長、

副医長及び医師、医療・保険課の課長、健康政

策課の課長、医長、副医長及び医師、家庭支援

課の課長補佐並びに衛生環境研究所の所長、室

長及び研究員 

２・３ 略 

して適用する。 

(１)～(４) 略 

(５) 福祉保健部の理事監、福祉保健部又は生活

環境部の部長、次長、参事監及び参事、健康医

療局の局長、医療政策課の課長、室長、医長、

副医長及び医師、医療・保険課の課長、健康政

策課の課長、医長、副医長及び医師並びに衛生

環境研究所の所長、室長及び研究員 

２・３ 略 

（管理職手当に関する規則の一部改正） 

第２条 管理職手当に関する規則（昭和33年鳥取県人事委員会規則第22号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表第１（第２条関係） 

組織 職 区分 

知事の

事務部

局 

本庁 略 

次長（名古屋

代表部、衛生

環境研究所及

び消費生活セ

ンターの次長

を除く。） 

局長 

政策戦略監 

原子力安全対

策監 

東京本部の本

部長 

関西本部の本

部長 

行財政改革局

職員人材開発

センターの所

長（人事委員

会が承認した

ものに限る。） 

総合事務セン

ターの所長

副局長（人事

委員会が承認

したものに限

る。） 

２種 

別表第１（第２条関係） 

組織 職 区分 

知事の

事務部

局 

本庁 略 

次長（名古屋

代表部、衛生

環境研究所及

び消費生活セ

ンターの次長

を除く。） 

局長 

原子力安全対

策監 

東京本部の本

部長 

関西本部の本

部長 

行財政改革局

職員人材開発

センターの所

長（人事委員

会が承認した

ものに限る。） 

総合事務セン

ターの所長

副局長（人事

委員会が承認

したものに限

る。） 

２種 
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文化振興監 

経済産業振興

監 

通商物流戦略

監 

衛生環境研究

所の所長（人

事委員会が承

認したものに

限る。） 

校長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

農業振興戦略

監 

試験場統括本

部の本部長 

会計管理者 

参事監 

 略 

室長（衛生環

境研究所及び

淀江産業廃棄

物処理施設計

画審査室の室

長を除く。） 

危機管理専門

官 

危機管理情報

官 

副官房長 

衛生環境研究

所の次長 

農業大学校の

副校長 

農業大学校の

課長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

総括検査専門

員 

４種 

文化振興監 

スポーツ振興

監 

経済産業振興

監 

通商物流戦略

監 

衛生環境研究

所の所長（人

事委員会が承

認したものに

限る。） 

校長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

農業振興戦略

監 

試験場統括本

部の本部長 

会計管理者 

参事監 

 略 

室長（衛生環

境研究所及び

淀江産業廃棄

物処理施設計

画審査室の室

長を除く。） 

危機管理専門

官 

副官房長 

衛生環境研究

所の次長 

農業大学校の

副校長 

農業大学校の

課長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

総括検査専門

員 

４種 
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 略 

 略 

 略 

教育委

員会事

務局及

び教育

機関 

教 育

委 員

会 事

務局 

本庁 次長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

局長 

理事監 

１種 

 略 

 略 

教 育

機関 

 略 

博 物

館 

 略 

副館長 

課長 

３種 

 略 

 略 

 略 

 略 

 略 

教育委

員会事

務局及

び教育

機関 

教 育

委 員

会 事

務局 

本庁 次長（人事委

員会が承認し

た も の に 限

る。） 

理事監 

１種 

 略 

 略 

教 育

機関 

 略 

博 物

館 

 略 

副館長 

課長 

室長 

３種 

 略 

 略 

別表第２（第３条関係） 

 略 

備考 

１ この表において「特定職」とは、次に掲げる

職をいう。 

(１) 略

(２) 知事の事務部局の本庁の職のうち文化振

興監、理事監、参事監、通商物流戦略監、税

務専門員、主任教授及び検査専門員 

(３) 略

(４) 教育委員会事務局の本庁のうちいじめ・

不登校総合対策センター及び美術館整備局美

術館整備課の職 

(５)・(６) 略

(７) 教育機関の職のうち教育センターの副所

長及び課長、図書館の副館長、博物館の副館

長及び課長、大山青年の家の所長、船上山少

年自然の家の所長並びに高等学校及び特別支

援学校の事務長 

(８) 略

２ 略 

別表第２（第３条関係） 

 略 

備考 

１ この表において「特定職」とは、次に掲げる

職をいう。 

(１) 略

(２) 知事の事務部局の本庁の職のうち文化振

興監、スポーツ振興監、理事監、参事監、通

商物流戦略監、税務専門員、主任教授及び検

査専門員 

(３) 略

(４) 教育委員会事務局の本庁のうちいじめ不

登校総合対策センターの職 

(５)・(６) 略

(７) 教育機関の職のうち教育センターの副所

長及び課長、図書館の副館長、博物館の副館

長、課長及び室長、大山青年の家、船上山少

年自然の家の所長並びに高等学校及び特別支

援学校の事務長 

(８) 略

２ 略 

（管理職員等の範囲を定める規則の一部改正） 

第３条 管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第30号）の一部を次のように改正す

る。 
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次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条、第３条関係） 

機関 職員 

 略 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 統轄監 部長 理事監 本

部長 会計管理者 次長 

 参事監 政策戦略監 文

化振興監 農業振興戦略監 

 局長 官房長 所長 原

子力安全対策監 経済産業

振興監 通商物流戦略監 

 課長（農業大学校の課長

を除く。） 室長（衛生環

境研究所の室長を除く。） 

 副局長 副本部長 副官

房長 校長 副校長 館長 

 危機管理専門官 危機管

理情報官 参事 税務専門

員 医長 課長補佐（課内

業務の総括又は庶務に関す

る事務を行う課長補佐、総

務課の課長補佐のうち知事

若しくは副知事の秘書又は

庁舎の秩序の維持に関する

事務を行うもの、人事企画

課の課長補佐及び職員支援

課の課長補佐のうち職員の

福利厚生に関する事務を行

うものに限る。） 総括主

計員 主計員 係長（総務

課の係長のうち知事又は副

知事の秘書に関する事務を

行うもの、人事企画課の係

長、職員支援課の係長のう

ち職員の福利厚生に関する

事務を行うもの及び会計指

導課の係長のうち資金運用

に関する事務を行うものに

限る。） 主事（総務課の

主事のうち知事又は副知事

の秘書に関する事務を行う

もの、人事企画課の主事の

うち人事、給与又は服務に

別表（第２条、第３条関係） 

機関 職員 

 略 

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 統轄監 部長 理事監 本

部長 会計管理者 次長 

 参事監 文化振興監 ス

ポーツ振興監 農業振興戦

略監 局長 官房長 所長 

 原子力安全対策監 経済

産業振興監 通商物流戦略

監 課長（農業大学校の課

長を除く。） 室長（衛生

環 境 研 究 所 の 室 長 を 除

く。） 副局長 副本部長 

 副官房長 校長 副校長 

 館長 危機管理専門官 

 参事 税務専門員 医長 

 課長補佐（課内業務の総

括又は庶務に関する事務を

行う課長補佐、総務課の課

長補佐のうち知事若しくは

副知事の秘書又は庁舎の秩

序の維持に関する事務を行

うもの、人事企画課の課長

補佐及び職員支援課の課長

補佐のうち職員の福利厚生

に関する事務を行うものに

限る。） 総括主計員 主

計員 係長（総務課の係長

のうち知事又は副知事の秘

書に関する事務を行うも

の、人事企画課の係長、職

員支援課の係長のうち職員

の福利厚生に関する事務を

行うもの及び会計指導課の

係長のうち資金運用に関す

る 事 務 を 行 う も の に 限

る。） 主事（総務課の主

事のうち知事又は副知事の

秘書に関する事務を行うも

の、人事企画課の主事のう

ち人事、給与又は服務に関
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関する事務を行うもの及び

職員支援課の主事のうち職

員の福利厚生に関する事務

を行うものに限る。） 

  略 

教

育

委

員

会

の

事

務

部

局

等 

教

育

委

員

会

事

務

局 

本庁 次長 局長 理事監 教育

次長 参事監 課長 室長 

 参事 センター長 教育

人材開発主査 義務教育主

査 高校教育主査 課長補

佐（課内業務の総括又は庶

務に関する事務を行う課長

補佐、教育総務課の課長補

佐及び教育人材開発課の課

長補佐のうち給与又は人事

に関する事務を行うものに

限る。） 係長（教育総務

課の係長のうち人事又は企

画調整に関する事務を行う

もの及び教育人材開発課の

係長のうち給与又は人事に

関する事務を行うものに限

る。） 管理主事（教育人

材開発課の管理主事のうち

人事に関する事務を行うも

のに限る。） 主事（教育

総務課及び教育人材開発課

の主事のうち給与、人事又

は企画調整に関する事務を

行うものに限る。） 

 略 

 教

育

機

関 

 略 

博物館 館長 副館長 課長 

 略 

 略 

監査委員事務局 局長 次長 参事 

 略 

備考 略 

する事務を行うもの及び職

員支援課の主事のうち職員

の福利厚生に関する事務を

行うものに限る。） 

  略 

教

育

委

員

会

の

事

務

部

局

等 

教

育

委

員

会

事

務

局 

本庁 次長 理事監 教育次長 

 参事監 課長 室長 参

事 センター長 教育人材

開発主査 義務教育主査 

 高校教育主査 課長補佐

（課内業務の総括又は庶務

に関する事務を行う課長補

佐、教育総務課の課長補佐

及び教育人材開発課の課長

補佐のうち給与又は人事に

関する事務を行うものに限

る。） 係長（教育総務課

の係長のうち人事又は企画

調整に関する事務を行うも

の及び教育人材開発課の係

長のうち給与又は人事に関

する事務を行うものに限

る。） 管理主事（教育人

材開発課の管理主事のうち

人事に関する事務を行うも

のに限る。） 主事（教育

総務課及び教育人材開発課

の主事のうち給与、人事又

は企画調整に関する事務を

行うものに限る。） 

 略 

 教

育

機

関 

 略 

博物館 館長 副館長 課長 室長 

 略 

 略 

監査委員事務局 局長 次長 

 略 

備考 略 

（職員の職務の級の分類に関する規則の一部改正） 

第４条 職員の職務の級の分類に関する規則（平成18年鳥取県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正す

る。 
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改 正 後 改 正 前 

別表第１ 行政職給料表級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

知事

の事

務部

局 

本庁 令和

新時

代創

造本

部 

政策 

戦略 

監 

新 時 

代 ・ 

ＳＤＧｓ
エスディージーズ

推進課 

課長

 略 

本庁共通（本庁の

他の項に職が掲げ

られている場合

は、当該職につい

ては本項の規定を

適用しない。） 

主事 

機械技

師 

電気技

師 

薬剤師 

衛生技

師 

理学療

法士 

保健師 

看護師 

管理栄

養士 

歯科衛

生士 

商工技

師 

農林技

師 

造園技

師 

水産技

師 

土木技

師 

建築技

師 

講師 

学芸員

補 

映画監

督 

主事 

機械技

師 

電気技

師 

薬剤師 

衛生技

師 

理学療

法士 

保健師 

看護師 

管理栄

養士 

歯科衛

生士 

商工技

師 

農林技

師 

造園技

師 

水産技

師 

土木技

師 

建築技

師 

講師 

学芸員

補 

映画監

督 

係長 

主計員 

副主幹 

教務主

任 

理学療

法主任 

管理栄

養主任 

歯科衛

生主任 

農業専

門技術

員 

林業専

門技術

員 

課長補

佐 

総括主

計員 

主計員 

税務主

幹 

教授 

教務主

幹 

専技主

幹 

用地主

幹 

主幹 

課長補

佐 

総括主

計員 

主計員 

税務主

幹 

教授 

教務主

幹 

専技主

幹 

用地主

幹 

主幹 

副局長 

課長 

室長 

所長 

危機管

理専門

官 

危機管

理情報

官 

副本部

長 

官房長 

副官房

長 

校長 

館長 

参事 

税務専

門員 

主任教

授 

総括検

査専門

員 

検査専

門員 

所長 

校長 

参事監 

次長 

局長 

原子力

安全対

策監 

政策戦

略監 

文化振

興監 

経済産

業振興

監 

通商物

流戦略

監 

農業振

興戦略

監 

会計管

理者 

本部長 

理事監 

統轄監 

部長 

会計管

理者 

本部長 

 略 

 略 

教育

委員

会事

務局

及び

教育

機関 

教育

委員

会事

務局 

本庁  略 

人権教育課 室長 室長 

美術館整備局 次長 次長 局長 

 略 

 略 

教育

機関 

 略 

博物館 学芸員

補 

学芸員

補 

副館長

課長 

館長 館長

 略 

 略 

 略 

監査委員事務局 監査副

主幹 

課長 

監査主

幹 

課長 

監査主

幹 

次長 

参事 

事務局

長 

事務局

長 

 略 

備考 略 

別表第３ 教育職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

教育

機関

及び

教育

委員

会事

務局 

教育

機関 

 略 

青年の家 係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

少年自然の家 係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

教育委員会事務局 係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

専門員 

学芸員補 

課長補佐 

次長 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

教育人材開発

主査 

指導主査 

社会教育主査 

高校教育主査 

課長補佐 

次長 

 

別表第１ 行政職給料表級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

知事

の事

務部

局 

本庁 令和

新時

代創

造本

部 

新時代創造課 課長

 略 

本庁共通（本庁の

他の項に職が掲げ

られている場合

は、当該職につい

ては本項の規定を

適用しない。） 

主事 

機械技

師 

電気技

師 

薬剤師 

衛生技

師 

理学療

法士 

保健師 

看護師 

管理栄

養士 

歯科衛

生士 

商工技

師 

農林技

師 

造園技

師 

水産技

師 

土木技

師 

建築技

師 

講師 

学芸員

補 

映画監

督 

主事 

機械技

師 

電気技

師 

薬剤師 

衛生技

師 

理学療

法士 

保健師 

看護師 

管理栄

養士 

歯科衛

生士 

商工技

師 

農林技

師 

造園技

師 

水産技

師 

土木技

師 

建築技

師 

講師 

学芸員

補 

映画監

督 

係長 

主計員 

副主幹 

教務主

任 

理学療

法主任 

管理栄

養主任 

歯科衛

生主任 

農業専

門技術

員 

林業専

門技術

員 

課長補

佐 

総括主

計員 

主計員 

税務主

幹 

教授 

教務主

幹 

専技主

幹 

用地主

幹 

主幹 

課長補

佐 

総括主

計員 

主計員 

税務主

幹 

教授 

教務主

幹 

専技主

幹 

用地主

幹 

主幹 

副局長 

課長 

室長 

所長 

危機管

理専門

官 

 

副本部

長 

官房長 

副官房

長 

校長 

館長 

参事 

税務専

門員 

主任教

授 

総括検

査専門

員 

検査専

門員 

所長 

校長 

参事監 

次長 

局長 

原子力

安全対

策監 

文化振

興監 

スポー

ツ振興

監 

経済産

業振興

監 

通商物

流戦略

監 

農業振

興戦略

監 

会計管

理者 

本部長 

理事監 

統轄監 

部長 

会計管

理者 

本部長 

 略 

 略 

教育

委員

会事

務局

及び

教育

機関 

教育

委員

会事

務局 

本庁  略 

人権教育課 室長 室長 

 略 

 略 

教育

機関 

 略 

博物館 学芸員

補 

学芸員

補 

副館長

課長 

室長 

館長 館長

 略 

 略 

 略 

監査委員事務局 監査副

主幹 

課長 

監査主

幹 

課長 

監査主

幹 

次長 事務局

長 

事務局

長 

 略 

備考 略 

別表第３ 教育職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

教育

機関

及び

教育

委員

会事

務局 

教育

機関 

 略 

青年の家 係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

少年自然の家 係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

教育委員会事務局 係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

課長補佐 

次長 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

教育人材開発

主査 

指導主査 

社会教育主査 

高校教育主査 

課長補佐 

次長 
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専門員 

学芸員補 

 略 

知事

の事

務部

局 

本庁 課長補佐 

係長 

総括専門員 

専門員 

文化財主事 

課長補佐 

係長 

総括専門員 

専門員 

文化財主事 

地方

機関 

 略 

公文書館 

課長補佐 

総括専門員 

専門員 

課長補佐 

総括専門員 

専門員 

総括専門員 

 略 

 略 

知事

の事

務部

局 

本庁 課長補佐 

係長 

専門員 

文化財主事 

課長補佐 

係長 

専門員 

文化財主事 

地方

機関 

 略 

公文書館 室長 

総括専門員 

専門員 

室長 

総括専門員 

専門員 

室長 

総括専門員 

 略 

別表第４ 教育職給料表(２)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

 略 

教育

機関

及び

教育

委員

会事

務局 

教育

機関 

 略 

青年の家 係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

少年自然の家 係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

専門指導員 

係長 

教育

委員

会事

務局 

本庁 係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

専門員 

学芸員補 

課長補佐 

次長 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

専門員 

学芸員補 

教育人材開発

主査 

指導主査 

社会教育主査 

義務教育主査 

課長補佐 

次長 

 

地 方

機関 

教 育

局 

係長 

指導主事 

管理主事 

社会教育主事 

課長補佐 

係長 

指導主事 

管理主事 

社会教育主事 

課長補佐 

知事

の事

務部

局 

本庁 課長補佐 

係長 

総括専門員 

専門員 

文化財主事 

課長補佐 

係長 

総括専門員 

専門員 

文化財主事 

地方

機関 

 略 

公文書館 

課長補佐 

総括専門員 

専門員 

課長補佐 

総括専門員 

専門員 

総括専門員 

 略 

別表第５ 研究職給料表級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 略 

教育機関及

び教育委員

会事務局 

教育機関 学芸員 主任学芸員 主幹学芸員 副館長 

課長 

教育委員会

事務局 

学芸員 主任学芸員 主幹学芸員 

 略 

備考 略 

別表第６ 医療職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 

知事

の事

務部

局 

 略 

本庁 略 

本 庁 共 通

（本庁の他

の項に職が

掲げられて

い る 場 合

は、当該職

については

本項の規定

を適用しな

い。） 

研究員 室長 

課長補佐 

研究員 

所長 

次長 

局長 

参事監 

課長 

室長 

課長補佐 

研究員 

参事 

部長 

理事監 

次長 

参事監 

 略 

別表第４ 教育職給料表(２)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

 略 

教育

機関

及び

教育

委員

会事

務局 

教育

機関 

 略 

青年の家 係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

少年自然の家 係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

指導主事 

専門指導員 

係長 

教育

委員

会事

務局 

本庁 係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

課長補佐 

次長 

係長 

指導主事 

社会教育主事 

管理主事 

文化財主事 

健康管理主事 

教育人材開発

主査 

指導主査 

社会教育主査 

義務教育主査 

課長補佐 

次長 

 

地 方

機関 

教 育

局 

係長 

指導主事 

管理主事 

課長補佐 

係長 

指導主事 

管理主事 

課長補佐 

知事

の事

務部

局 

本庁 課長補佐 

係長 

専門員 

文化財主事 

課長補佐 

係長 

専門員 

文化財主事 

地方

機関 

 略 

公文書館 室長 

総括専門員 

専門員 

室長 

総括専門員 

専門員 

室長 

総括専門員 

 略 

別表第５ 研究職給料表級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 ５級 

 略 

教育機関 学芸員 主任学芸員 主幹学芸員 副館長 

課長 

 略 

備考 略 

別表第６ 医療職給料表(１)級別職務分類表（第２条関係） 

職務の級 

組織 
１級 ２級 ３級 ４級 

知事

の事

務部

局 

 略 

本庁 略 

本 庁 共 通

（本庁の他

の項に職が

掲げられて

い る 場 合

は、当該職

については

本項の規定

を適用しな

い。） 

研究員 室長 

研究員 

所長 

次長 

局長 

参事監 

課長 

室長 

研究員 

参事 

部長 

理事監 

次長 

参事監 

 略 

附 則 
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この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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 職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県人事委員会委員長 小 松 哲 也 

鳥取県人事委員会規則第５号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則 

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

（年次有給休暇の日数） 

第12条 略 

（年次有給休暇の日数） 

第12条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

５ 条例第14条第１項第３号の国家公務員、他の地

方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定め

る者から引き続き職員となった者その他人事委員

会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(１) 公益的法人等派遣条例第２条第１項の規定

により派遣されていた職員であって、公益的法

人等派遣法第５条第１項又は第２項の規定によ

り職務に復帰したもの 

(２) 臨時的任用職員（条例第19条に規定する臨

時的任用職員をいう。）、会計年度任用職員

（条例第20条に規定する職員をいう。）又は任

期を定めて採用された職員（以下この条におい

てこれらの者を「臨時的任用職員等」とい

う。）であって、引き続き新たに職員となった

もの 

５ 条例第14条第１項第３号の国家公務員、他の地

方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定め

る者から引き続き職員となった者その他人事委員

会規則で定める者は、公益的法人等派遣条例第２

条第１項の規定により派遣されていた職員であっ

て、公益的法人等派遣法第５条第１項又は第２項

の規定により職務に復帰したものとする。 

６ 条例第14条第１項第３号の人事委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。 

(１)～(３) 略 

６ 条例第14条第１項第３号の人事委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。 

(１)～(３) 略 

(４) 前項第１号に規定する者（前号に掲げる者

を除く。） 20日に当該年の前年における年次

有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残

日数（当該日数が、20日を超える場合にあって

は20日、20日を超えない場合で１日未満の端数

があるときにあってはこれを含んだ日数）を加

(４) 前項に規定する者（前号に掲げる者を除

く。） 20日に当該年の前年における年次有給

休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数

（当該日数が、20日を超える場合にあっては20

日、20日を超えない場合で１日未満の端数があ

るときにあってはこれを含んだ日数）を加えて
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えて得た日数から、当該年において職員に復帰

した日の前日までの間に使用した年次有給休暇

に相当する休暇又は年次有給休暇の日数（当該

日数に１日未満の端数があるときは、これを含

んだ日数）を減じて得た日数（再任用職員及び

任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤

務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日

数） 

得た日数から、当該年において職員に復帰した

日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相

当する休暇又は年次有給休暇の日数（当該日数

に１日未満の端数があるときは、これを含んだ

日数）を減じて得た日数（再任用職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時

間等を考慮して人事委員会が別に定める日数） 

(５) 当該年において臨時的任用職員等となった

者で、引き続き新たに職員となったもの 臨時

的任用職員等となった日の属する月において新

たに職員となったものとみなした場合における

その者が採用された月に応じた別表第１の日数

欄に掲げる日数から、当該年において新たに職

員となった日の前日までの間に使用した年次有

給休暇の日数（当該日数に１日未満の端数があ

るときは、これを含んだ日数）を減じて得た日

数（任期付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定め

る日数）（当該日数が臨時的任用職員等であっ

たときの年次有給休暇の残日数に満たない場合

は、当該残日数） 

(６) 前項第２号に規定する者（前号に掲げる者

を除く。） 20日に当該年の前年における年次

有給休暇の残日数（当該日数が、20日を超える

場合にあっては20日、20日を超えない場合で１

日未満の端数があるときにあってはこれを含ん

だ日数）を加えて得た日数から、当該年におい

て新たに職員となった日の前日までの間に使用

した年次有給休暇の日数（当該日数に１日未満

の端数があるときは、これを含んだ日数）を減

じて得た日数（任期付短時間勤務職員にあって

は、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会

が別に定める日数）（当該日数が臨時的任用職

員等であったときの年次有給休暇の残日数に満

たない場合は、当該残日数） 

７ 略 

８ 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇の日

数に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

７ 略 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定め

る場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条

第２項の人事委員会規則で定める期間は、同表の

右欄に掲げる期間とする。 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定め

る場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条

第２項の人事委員会規則で定める期間は、同表の

右欄に掲げる期間とする。 
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 略 

(12)の３ 15歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間に

ある子（配偶者の子を含む。

以下この号において同じ。）

を養育する職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要

なものとして人事委員会が定

めるその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しない

ことが相当であると認められ

る場合 

一の年において

５日（その養育

する15歳に達す

る日以後の最初

の３月31日まで

の間にある子が

２人以上の場合

にあっては、10

日）を超えない

範囲内でその都

度必要と認める

期間 

 略 

 略 

(12)の３ 12歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間に

ある子（配偶者の子を含む。

以下この号において同じ。）

を養育する職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要

なものとして人事委員会が定

めるその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しない

ことが相当であると認められ

る場合 

一の年において

５日（その養育

する12歳に達す

る日以後の最初

の３月31日まで

の間にある子が

２人以上の場合

にあっては、10

日）を超えない

範囲内でその都

度必要と認める

期間 

 略 

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を次

のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

目次 

第１章・第２章 略 

第３章 宿日直勤務及び時間外勤務（第７条－第

９条の10） 

第４章 時間外勤務代休時間及び休日の代休日

（第９条の11・第10条） 

第５章～第８章 略 

附則 

目次 

第１章・第２章 略 

第３章 宿日直勤務及び時間外勤務（第７条－第

９条の９） 

第４章 時間外勤務代休時間及び休日の代休日

（第９条の10・第10条） 

第５章～第８章 略 

附則 

（時間外勤務を命ずる際の考慮） 

第９条 市町村教育委員会は、職員に時間外勤務

（条例第７条第２項の規定に基づき命ぜられて行

う勤務をいう。以下同じ。）を命ずる場合には、

職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなけ

ればならない。 

２ 市町村教育委員会は、再任用短時間勤務職員又

は任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場

合には、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間

勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職

員の勤務時間より短く定められている趣旨に十分

留意しなければならない。 

（時間外勤務を命ずる際の考慮） 

第９条 市町村教育委員会は、条例第７条第２項の

規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において

職員に勤務することを命ずる場合には、職員の健

康及び福祉を害しないように考慮しなければなら

ない。 

２ 市町村教育委員会は、条例第７条第２項の規定

に基づき正規の勤務時間以外の時間において再任

用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員に勤

務することを命ずる場合には、再任用短時間勤務

職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間

が常時勤務を要する職員の勤務時間より短く定め

られている趣旨に十分留意しなければならない。 
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（時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限） 

第９条の２ 市町村教育委員会は、職員に時間外勤

務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区

分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月

数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるも

のとする。 

(１) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する

職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ

次に定める時間及び月数（アにあっては、時

間） 

ア イに掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び

(イ)に定める時間

(ア) １月において時間外勤務を命ずる時間

について45時間 

(イ) １年において時間外勤務を命ずる時間

について360時間 

イ １年において勤務する部署が次号に規定す

る部署からこの号に規定する部署となった職

員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数 

(ア) １年において時間外勤務を命ずる時間

について720時間 

(イ) ア及び次号（イを除く。）に規定する

時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を

考慮して、人事委員会が定める期間におい

て人事委員会が定める時間及び月数 

(２) 他律的業務（業務量、業務の実施時期その

他の業務の遂行に関する事項を自ら決定するこ

とが困難な業務をいう。）の比重が高い部署と

して市町村教育委員会が指定するものに勤務す

る職員 次のアからエまでに定める時間及び月

数 

ア １月において時間外勤務を命ずる時間につ

いて100時間未満 

イ １年において時間外勤務を命ずる時間につ

いて720時間 

ウ １月ごとに区分した各期間に当該各期間の

直前の１月、２月、３月、４月及び５月の期

間を加えたそれぞれの期間において時間外勤

務を命ずる時間の１月当たりの平均時間につ

いて80時間 

エ １年のうち１月において45時間を超えて時

間外勤務を命ずる月数について６月 

２ 市町村教育委員会が、特例業務（大規模災害へ

の対処その他の重要な業務であって特に緊急に処

理することを要するものと市町村教育委員会が認
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めるものをいう。以下この項において同じ。）に

従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又

は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場

合については、同項（当該超えることとなる時間

又は月数に係る部分に限る。）の規定は、適用し

ない。人事委員会が定める期間において特例業務

に従事していた職員に対し、同項各号に規定する

時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要が

ある場合として人事委員会が定める場合も、同様

とする。 

３ 市町村教育委員会は、前項の規定により、第１

項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時

間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時

間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職

員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、

当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は

月数の算定に係る１年の末日の翌日から起算して

６月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、

分析及び検証を行わなければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、職員に時間外勤務

を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し

必要な事項は、人事委員会が定める。 

（育児を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の３ 条例第８条第１項の人事委員会規則で

定める者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

(１) 深夜（条例第８条第１項に規定する深夜を

いう。以下この条から第９条の５までにおいて

同じ。）において就業していない者（深夜にお

ける就業日数が１月において３日以下の者を含

む。）であること。 

(２)・(３) 略

（育児を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の２ 条例第８条第１項の人事委員会規則で

定める者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。 

(１) 深夜（条例第８条第１項に規定する深夜を

いう。以下この条から第９条の４までにおいて

同じ。）において就業していない者（深夜にお

ける就業日数が１月について３日以下の者を含

む。）であること。 

(２)・(３) 略

（育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等） 

第９条の４ 略 

（育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等） 

第９条の３ 略 

第９条の５ 前条第１項の請求書が提出された日か

ら制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるい

ずれかの事由が生じた場合には、請求はされな 

かったものとみなす。 

(１)～(３) 略 

(４) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の

親であるものが、深夜において常態として当該

子を養育することができるものとして第９条の

第９条の４ 前条第１項の請求書が提出された日か

ら制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるい

ずれかの事由が生じた場合には、請求はされな 

かったものとみなす。 

(１)～(３) 略 

(４) 請求をした職員の配偶者で請求に係る子の

親であるものが、深夜において常態として当該

子を養育することができるものとして第９条の



令和２年３月 27 日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第 38 号

- 18 -

３各号のいずれにも該当することとなった場合 

(５)・(６) 略

２～４ 略 

２各号のいずれにも該当することとなった場合 

(５)・(６) 略

２～４ 略 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続

等） 

第９条の６ 略 

２ 第９条の４第２項及び第３項の規定は、条例第

８条第２項の請求について準用する。 

３～５ 略 

６ 第９条の４第４項の規定は、条例第８条第２項

又は第３項の請求について準用する。 

（育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続

等） 

第９条の５ 略 

２ 第９条の３第２項及び第３項の規定は、条例第

８条第２項の請求について準用する。 

３～５ 略 

６ 第９条の３第４項の規定は、条例第８条第２項

又は第３項の請求について準用する。 

第９条の７ 略 

２・３ 略 

４ 第９条の４第４項の規定は、前項の届出につい

て準用する。 

第９条の６ 略 

２・３ 略 

４ 第９条の３第４項の規定は、前項の届出につい

て準用する。 

（介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の８ 略 

２ 第９条の４及び第９条の５（同条第１項第３号

から第６号までを除く。）の規定は、要介護者

（条例第８条第４項に規定する要介護者をいう。

以下この項、第９条の10及び第15条において同

じ。）を介護する職員について準用する。この場

合において、第９条の４第１項中「第８条第１

項」とあるのは「第８条第４項」と、第９条の５

第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」

と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消

しにより請求をした職員の子でなくなった」とあ

るのは「要介護者と請求をした職員との親族関係

が消滅した」と読み替えるものとする。 

（介護を行う職員の深夜勤務の制限） 

第９条の７ 略 

２ 第９条の３及び第９条の４（同条第１項第３号

から第６号までを除く。）の規定は、要介護者

（条例第８条第４項に規定する要介護者をいう。

以下この項、第９条の９及び第15条において同

じ。）を介護する職員について準用する。この場

合において、第９条の３第１項中「第８条第１

項」とあるのは「第８条第４項」と、第９条の４

第１項第１号中「子」とあるのは「要介護者」

と、同項第２号中「子が離縁又は養子縁組の取消

しにより請求をした職員の子でなくなった」とあ

るのは「要介護者と請求をした職員との親族関係

が消滅した」と読み替えるものとする。 

（介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続

等） 

第９条の９ 略 

（介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続

等） 

第９条の８ 略 

第９条の10 略 第９条の９ 略 

（時間外勤務代休時間の指定） 

第９条の11 略 

（時間外勤務代休時間の指定） 

第９条の10 略 

（年次有給休暇の日数） 

第11条 略 

（年次有給休暇の日数） 

第11条 略 

２～４ 略 ２～４ 略 
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５ 条例第12条第１項第３号の国家公務員、他の地

方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定め

る者から引き続き職員となった者その他人事委員

会規則で定める者は、次に掲げる者とする。 

(１) 公益的法人等派遣条例第２条第１項の規定

により派遣されていた職員であって、公益的法

人等派遣法第５条第１項又は第２項の規定によ

り職務に復帰したもの 

(２) 臨時的任用職員（条例第17条に規定する臨

時的任用職員をいう。）、会計年度任用職員

（条例第17条の２に規定する会計年度任用の職

を占める職員をいう。）又は任期を定めて採用

された職員（以下この条においてこれらの者を

「臨時的任用職員等」という。）であって、引

き続き新たに職員となったもの 

５ 条例第12条第１項第３号の国家公務員、他の地

方公共団体の公務員その他人事委員会規則で定め

る者から引き続き職員となった者その他人事委員

会規則で定める者は、公益的法人等派遣条例第２

条第１項の規定により派遣されていた職員であっ

て、公益的法人等派遣法第５条第１項又は第２項

の規定により職務に復帰したものとする。 

６ 条例第12条第１項第３号の人事委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。 

(１)～(３) 略 

６ 条例第12条第１項第３号の人事委員会規則で定

める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応

じ、それぞれ当該各号に掲げる日数とする。 

(１)～(３) 略 

(４) 前項第１号に規定する者（前号に掲げる者

を除く。） 20日に当該年の前年における年次

有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残

日数（当該日数が、20日を超える場合にあって

は20日、20日を超えない場合で１日未満の端数

があるときにあってはこれを含んだ日数）を加

えて得た日数から、当該年において職員に復帰

した日の前日までの間に使用した年次有給休暇

に相当する休暇又は年次有給休暇の日数（当該

日数に１日未満の端数があるときは、これを含

んだ日数）を減じて得た日数（再任用職員及び

任期付短時間勤務職員にあっては、その者の勤

務時間等を考慮して人事委員会が別に定める日

数） 

(４) 前項に規定する者（前号に掲げる者を除

く。） 20日に当該年の前年における年次有給

休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数

（当該日数が、20日を超える場合にあっては20

日、20日を超えない場合で１日未満の端数があ

るときにあってはこれを含んだ日数）を加えて

得た日数から、当該年において職員に復帰した

日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相

当する休暇又は年次有給休暇の日数（当該日数

に１日未満の端数があるときは、これを含んだ

日数）を減じて得た日数（再任用職員及び任期

付短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時

間等を考慮して人事委員会が別に定める日数） 

(５) 当該年において臨時的任用職員等となった

者で、引き続き新たに職員となったもの 臨時

的任用職員等となった日の属する月において新

たに職員となったものとみなした場合における

その者が採用された月に応じた別表第１の日数

欄に掲げる日数から、当該年において新たに職

員となった日の前日までの間に使用した年次有

給休暇の日数（当該日数に１日未満の端数があ

るときは、これを含んだ日数）を減じて得た日
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数（任期付短時間勤務職員にあっては、その者

の勤務時間等を考慮して人事委員会が別に定め

る日数）（当該日数が臨時的任用職員等であっ

たときの年次有給休暇の残日数に満たない場合

は、当該残日数） 

(６) 前項第２号に規定する者（前号に掲げる者

を除く。） 20日に当該年の前年における年次

有給休暇の残日数（当該日数が、20日を超える

場合にあっては20日、20日を超えない場合で１

日未満の端数があるときにあってはこれを含ん

だ日数）を加えて得た日数から、当該年におい

て新たに職員となった日の前日までの間に使用

した年次有給休暇の日数（当該日数に１日未満

の端数があるときは、これを含んだ日数）を減

じて得た日数（任期付短時間勤務職員にあって

は、その者の勤務時間等を考慮して人事委員会

が別に定める日数）（当該日数が臨時的任用職

員等であったときの年次有給休暇の残日数に満

たない場合は、当該残日数） 

７ 略 

８ 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇の日

数に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

７ 略 

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定め

る場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条

第２項の人事委員会規則で定める期間は、同表の

右欄に掲げる期間とする。 

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定め

る場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条

第２項の人事委員会規則で定める期間は、同表の

右欄に掲げる期間とする。 

 略 

(12)の３ 15歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間に

ある子（配偶者の子を含む。

以下この号において同じ。）

を養育する職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要

なものとして人事委員会が定

めるその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しない

ことが相当であると認められ

る場合 

一の年において

５日（その養育

する15歳に達す

る日以後の最初

の３月31日まで

の間にある子が

２人以上の場合

にあっては、10

日）を超えない

範囲内でその都

度必要と認める

期間 

 略 

 略 

(12)の３ 12歳に達する日以後

の最初の３月31日までの間に

ある子（配偶者の子を含む。

以下この号において同じ。）

を養育する職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必要

なものとして人事委員会が定

めるその子の世話を行うこと

をいう。）のため勤務しない

ことが相当であると認められ

る場合 

一の年において

５日（その養育

する12歳に達す

る日以後の最初

の３月31日まで

の間にある子が

２人以上の場合

にあっては、10

日）を超えない

範囲内でその都

度必要と認める

期間 

 略 

（週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め） （週休日及び勤務時間の割振り等の別段の定め） 
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第27条 市町村教育委員会は、業務若しくは勤務条

件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情によ

り、第１条の３、第１条の５、第２条、第３条、

第９条の11第１項及び第３項並びに第10条第１項

の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職

員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合

には、人事委員会の承認を得て、週休日若しくは

勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務

代休時間の指定又は代休日の指定について別段の

定めをすることができる。 

第27条 市町村教育委員会は、業務若しくは勤務条

件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情によ

り、第１条の３、第１条の５、第２条、第３条、

第９条の10第１項及び第３項並びに第10条第１項

の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職

員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合

には、人事委員会の承認を得て、週休日若しくは

勤務時間の割振り、週休日の振替等、時間外勤務

代休時間の指定又は代休日の指定について別段の

定めをすることができる。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

令和２年３月27日 

鳥取県人事委員会委員長 小 松 哲 也 

鳥取県人事委員会規則第６号 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正

する規則 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

別表（第２条関係） 

１～11 略 

12 伯耆町 

機関 職 

 略 

写真美術館 館長 

 略 

13～26 略 

備考 略 

別表（第２条関係） 

１～11 略 

12 伯耆町 

機関 職 

 略 

写真美術館事務局 事務局長 

 略 

13～26 略 

備考 略 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


